
※補助対象年度中に、狩猟免許試験の受験から狩猟者登録まで行った場合の流れ

補助金交付申請書の提出

交付決定通知書の送付

事業完了報告書の提出

補助金額の確定通知書

の送付

補助金交付請求書の提出

補助金の支払い

狩猟免許試験の受験

盛岡市狩猟免許取得費補助金

～手続きの流れ（参考）～

狩猟者登録

狩猟免許試験の申し込み

申請者 ⇒ 市

添付書類を添えて、補助金交付申請書

を提出します。

市 ⇒ 申請者

書類を審査し、交付を決定したときは、

交付決定通知書を送付します。

申請者 ⇒ 市

添付書類を添えて、事業完了報告書を

提出します。

市 ⇒ 申請者

書類を審査し、交付すべき額が確定した

ときは、補助金額の確定通知書を送付します。

申請者 ⇒ 市

添付書類を添えて、補助金交付請求書を

提出します。

市 ⇒ 申請者

指定の口座に補助金を振り込みます。

合格（狩猟免許の取得）


